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市
で
は
、
弁
護
士
、
司
法
書
士

と
協
力
し
、
債
務
の
返
済
な
ど
に

つ
い
て
の
無
料
相
談
に
応
じ
ま

す
。
相
談
日
は
月
２
回
で
す
。
秘

密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

９
月
９
日（
金
）、
９
月

23
日（
金
）午
後
１
時
15
分
〜
４
時

15
分

迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー

９
日
＝
佐
竹
孝た

か

行ゆ
き（
司
法

書
士
）、23
日
＝
菅
野
高た

か

雄お（
弁
護

士
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
０
８

無
料（
要
電
話
予
約
）

産
業
経
済
部
商

業
観
光
課（
商
業
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
３
４

【

９
月
27
日（
火
）❶
午

前
９
時
30
分
〜
❷
午
前
11
時
〜
❸

午
後
１
時
30
分
〜
❹
午
後
３
時
〜

宮
城
県
東
部
保
健
福
祉

事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

▼
障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
い
」　

☎
０
２
２
０（
２
１
）１
０
１
１

▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課 （
障

害
福
祉
係
）　

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

※
職
業
の
あ
っ
せ
ん
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　

年
金
に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。相
談
は
完
全
電
話
予
約
制

で
す
。
前
日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

※
予
約
の
際
に
「
相
談
者
氏
名
」

「
基
礎
年
金
番
号
」「
電
話
番
号
」

「
相
談
内
容
」な
ど
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

９
月
21
日（
水
）午
前
９

時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
３

時
30
分

市
役
所
南
方
庁
舎（
２
階

中
会
議
室
）

古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

　

暮
ら
し
や
仕
事
、
健
康
、
家
族

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
お
持

ち
の
人
か
ら
相
談
を
受
け
、
問
題

を
整
理
し
、
解
決
方
法
を
一
緒
に

考
え
ま
す
。
相
談
は
無
料
、
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
事
前
に
予
約
が

必
要
で
す
。

く
ら
し・し

ご
と
相
談
セ
ン
タ
ー
と
も
ま
ち
登
米

☎
０
２
２
０（
２
３
）９
９
６
３

０
２
２
０（
２
３
）９
９
６
４

※
窓
口
開
設
時
間
＝
月
〜
金
／
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

仙
台
法
務
局
お
よ
び
宮
城
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
９
月

５
か
ら
11
ま
で
の
７
日
間
、
全
国

一
斉「
高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権

あ
ん
し
ん
相
談
」強
化
週
間
を
実

施
し
ま
す
。

　

高
齢
者
や
障
が
い
者
に
対
す
る

暴
行
・
虐
待
や
、
家
族
間
で
の
問

題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

に
つ
い
て
、
開
設
時
間
を
延
長
し

て
人
権
擁
護
委
員
が
電
話
相
談
に

応
じ
ま
す
。

　

予
約
は
不
要
で
す
。
秘
密
は
固

く
守
り
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
９
月
５
日（
月
）〜
９
日（
金
）午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
ま
で

▼
９
月
10
日（
土
）、11
日（
日
）午

前
10
時
〜
午
後
５
時
ま
で

無
料

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

仙
台
法

務
局
人
権
擁
護
部

☎
０
２
２（
２
２
５
）５
７
４
３

　

日
頃
抱
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

法
的
ト
ラ
ブ
ル（
相
続
・
家
庭
・

住
ま
い
・
労
働
の
問
題
や
、
金
銭
・

近
隣
ト
ラ
ブ
ル
、
男
女
関
係
、
交

通
事
故
な
ど
）の
問
題
解
決
を
お

手
伝
い
す
る
た
め
、
仙
台
弁
護
士

会
と
共
催
で「
休
日
無
料
法
律
相

談
会
」を
開
催
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守

り
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。８

月
28
日（
日
）午
前
10

時
〜
午
後
４
時

イ
オ
ン
南
方
店
跡

地
仮
設
駐
車
場（
移
動
相
談
車
内
）

／
登
米
市
南
方
町
鴻
ノ
木
35
―
１

法
テ
ラ
ス
南
三
陸

☎
０
５
０（
３
３
８
３
）０
２
１
０

※
事
前
予
約
の
人
が
優
先
と
な
り

ま
す

　

法
務
局
で
取
り
扱
っ
て
い
る
不

動
産
や
法
人
の
登
記
、
戸
籍
な
ど

の
事
務
に
関
し
て
、
広
く
地
域
の

皆
さ
ん
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
た

め
、休
日
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

10
月
２
日（
日
）午
前
10

時
〜
午
後
３
時

仙
台
法
務
局
４
カ
所（
本

局
、
古
川
支
局
、
石
巻
支
局
、
気

仙
沼
支
局
）無

料

仙
台
法
務
局
本
局

☎
０
２
２（
２
２
５
）５
７
２
０

仙
台
法
務
局
古
川
支
局

☎
０
２
２
９（
２
２
）０
５
１
０

仙
台
法
務
局
石
巻
支
局

☎
０
２
２
５（
２
２
）６
１
８
８

仙
台
法
務
局
気
仙
沼
支
局

☎
０
２
２
６（
２
２
）６
６
９
２

※
事
前
予
約
の
人
が
優
先
と
な
り

ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全

額
免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免

除
）、
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特

例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る

場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
人

と
比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金（
65
歳

か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）の
受
け

取
り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、
免
除
な
ど

の
期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め

る（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
、
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す

る
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一

定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
は
、
古
い
月
の
も
の
か
ら

納
付
す
る
こ
と
に
な
り
、
次
の
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、

納
付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
追
納
は
で
き
ま
せ

ん○「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が「
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例

期
間
」よ
り
先
に
経
過
し
た
月
分

で
あ
る
場
合
は
、
ど
ち
ら
を
優
先

し
て
納
め
る
か
選
択
で
き
ま
す

古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年
金

医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

㊍

㊎

◉

☎

㊎

㊐

◉

☎

㊏
㊐

◉

、

☎

㊐

◉

☎
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☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎


